
 

「（仮称）田町駅西口・札の辻交差点周辺地区まちづくりガイドライン（素案） 

についてのご意見」募集結果 

 

 

田町駅西口・札の辻交差点周辺地区まちづくりガイドライン（素案）についてのご意見の募集に

対し、電子メールや区民説明会への参加などにより、多くの皆様からいろいろなご意見やご提案を

いただき、ありがとうございました。 

区では、皆様のご意見を参考に、田町駅西口・札の辻交差点周辺地区まちづくりガイドラインを

策定しました。ご協力ありがとうございました。 

今後、区は、住民や事業者の皆様とともに、ガイドラインに沿ったまちづくりに取り組んでいき

ます。 

 

 

１ 区民意見募集 

 （１）募集期間 

平成２４年１１月１日（木）～平成２４年１２月３日（月） 

 （２）募集方法 

   電子メール、郵便、ファックス及び都市計画課窓口への提出 

  （３）提出者数 

   １２名 

 

 
２ 区民説明会 

 （１）開催日 

①平成２４年１１月２２日（木）午後３時～午後４時４０分 場所：芝コミュニティはうす 

②平成２４年１１月２２日（木）午後６時～午後７時３０分 場所：芝コミュニティはうす 

 （２）参加者数 

    計６９名 

 

 

  合計意見数 ５１件 



項目

1

田町駅に商業施設を誘致してほし
い。

・ 具体的な施設の誘致等は事業者が
行います。本ガイドラインP11の｢土地
利用の方針｣の図にあるとおり、田町
駅西口周辺（第一京浜南側）は『業
務・産業活性化ゾーン』として、にぎ
わいを演出する商業施設などを含む
ことが望ましいことを示しています。

2

東口側はだいぶ開発されるようだ
が、あわせて西口側も開発してショッ
ピングがしやすくしてほしい。

・ 田町駅西口周辺（第一京浜南側）で
は、建築物の更新の際に、本ガイドラ
インP14にもあるとおり、｢建築物の低
層階に人を呼び込む店舗などを誘
導し、にぎわいを創出します｣としてお
ります。

3

旧南海小学校跡地にショッピングセ
ンターを計画してほしい。豊洲などに
あるような大型なものが良い。

・ ショッピングセンター等具体的な施設
は、事業者が今後整備の可否を決
めることとなります。
なお、小学校跡地の活用について
は、行政需要や地域からの要望を踏
まえたうえで検討していきます。

4

旧南海小学校や旧芝浜中学校跡地
について、区は施設を計画している
のか。

・

5

本ガイドラインの対象エリア内には港
区の施設が複数ある。本ガイドライン
P25に｢公共公益施設の充実を図る｣
との記載もあるように、よりよいまちづ
くりのために十分に活用すべき大切
な地域資源である。
特に、旧南海小学校跡地について
は、これまで幾度かにわたり地元に
貢献する公共施設を整備してほしい
と要望してきたが、計画案もできてい
ない。
札の辻交差点北西側の低未利用地
における開発と一体的に跡地活用方
策を検討することが望ましいと思わ
れる。早期に検討してもらいたい。

6

西口側に区立の保育園、学童保育
施設などをつくってほしい。現在の暫
定保育園は幹線道路の前すぎて環
境的によくない。旧南海小学校跡地
あたりの土地の一部を使ってつくって
ほしい。

・ 現在のところ、本地区内に新たに区
立保育園や学童クラブ等を設ける計
画はありません。札の辻保育室は、
緊急暫定施設のため、田町駅東口
北地区に新設される保育園が完成
するまでの運営となります。また、旧
都税事務所・三田警察署跡地に暫
定的に移転している芝保育園は、耐
震改修後、元の場所に戻って運営さ
れる予定です。
本ガイドラインでは環境にも配慮した
上で、開発等に合わせ子育て支援
施設などを誘導していくことを示して
います。

7

無駄な公共機関はこれ以上ふやし
てほしくない

・ 地域に必要となる公共公益施設を
的確に見極め、適切な機能・規模が
配置できるよう、今後も図ってまいり
ます。

区の考え方等ご意見の概要

小学校跡地の活用については、行政
需要や地域からの要望を踏まえたう
えで検討していきます。

まちの機能
について



項目 区の考え方等ご意見の概要

8

田町駅西口の喫煙所を撤廃してほし
い。毎朝煙で非常に不快である。

・ 喫煙所は、駅前のタバコのポイ捨て
や歩きタバコの防止のために設置し
てきた経緯がありますが、今後、駅周
辺の喫煙所については、喫煙所利用
の実態や地元の皆さんのご意見等を
踏まえながら、検討していきたいと考
えております。

9

ちぃばすのルートをふやしてほしい ・ ちぃばすは、現在区内で７ルートが運
行されており、そのうち３ルートが田
町駅西口を経由しております。ちぃば
す路線の見直しにつきましては、需
要やサービスの向上と経費の拡大と
のバランスを総合的に考慮し、関係
機関との合意形成を図りながら、検
討していくこととしています。

10

札の辻橋側に将来田町駅の改札を
つくることも考えられるのか。

・ 現時点において、田町駅の改札口
新設の計画はありません。本ガイドラ
インでは田町駅の改良が行われる際
の歩行者ネットワークの強化について
検討を示しています。

11

エリア①に示されている田町駅との
デッキレベルの動線強化は、該当箇
所の開発に合わせた段階的な整備
が現実的だと思う。

・ エリア①（田町駅西口周辺（第一京
浜南側））に示されている田町駅西
口と札の辻交差点を結ぶデッキレベ
ルの動線強化は、田町駅西口周辺
（第一京浜南側）の各地権者の建築
物の更新に合わせて段階的に整備
していくことを想定しています。
エリア③（札の辻交差点周辺）まで
デッキを整備するにあたり、エリア①
及びエリア③の建築物が更新されて
いく際には、歩行者交通量に対応し
た歩行者動線の確保について検討
する必要があると考えています。

12

本ガイドライン素案には、聖坂側と第
一京浜側をつなぐルートとして、｢歩
行者動線の強化｣｢デッキレベルの動
線強化｣が明記されている。
現在、三田三丁目・四丁目地区で
計画されている再開発事業が推進さ
れれば、地形的な段差を解消するバ
リアフリー動線がガイドラインの考えに
沿って整備される予定と聞いてい
る。
ぜひ早期実現に至るよう、区も指導
してほしい。

・ エリア③（札の辻交差点周辺）につい
ても、本ガイドラインの目指すまちづく
りが行われるよう、開発を行う事業者
と協議していきます。

13

札の辻歩道橋の再整備も含め、札
の辻交差点北西側の開発を早期に
進めてもらいたい。

まちの機能
について

基盤施設の
整備につい
て



項目 区の考え方等ご意見の概要

14

札の辻歩道橋は古くなっている。この
まま改修されないのか。

・

15

現在、札の辻交差点の歩道橋には、
エレベーター等のバリアフリー対応施
設が整備されておらず、高齢者や障
害者、またベビーカーを利用する親
子連れ等には利用困難な環境であ
る。昇降に負担のかかる階段の利用
を避け、横断歩道を無理に渡り急ぐ
人の姿もよく目にする。札の辻交差
点の歩道橋再整備をぜひとも早急に
進めてほしい。

16

札の辻交差点の横断歩道は、近くに
は現在二つの保育園と一つの幼稚
園があることから、利用する子どもが
多い。また高齢者が渡り急ぐ姿もよく
見かける。歩道橋に上がるエレベー
ターがあれば、より安全かつ急ぐこと
もなく、大通りを渡ることができるのに
と思わずにはいられない。
近所の住民の方々も高齢の方も多
数いるので、歩道橋の再整備が一日
も早く実現するよう求める。

17

札の辻交差点の角地等で、ガイドラ
イン策定前に計画された建築物が建
設されると、歩道橋の改良やエレ
ベーターの設置ができないのではな
いかという懸念がある。本ガイドライン
に強制力がないというなら実現する
のは難しいのではないか。

18

聖坂をのぼるための近道をつくってほ
しい。現在ある聖坂上へ向かうエレ
ベーターだけでは不便。

・ 本ガイドラインでは、田町駅西口から
札の辻交差点を通じ聖坂上までのバ
リアフリー動線の確保を目指しており
ます。本ガイドラインで示すまちづくり
の実現に向け、関連する事業者等と
協議していきます。

19

田町駅西口及び聖坂上まで連続し
たバリアフリー化について、本ガイドラ
インP16に示されたデッキレベルで聖
坂に接続する部分は坂の途中であ
る。そこから坂道が急になっている。
事業者とよく調整し、坂の上までバリ
アフリー動線を持ってくる方策を考え
てほしい。

・ 本ガイドラインP16に示された箇所が
具体の位置を示しているものではあり
ませんが、今後、開発が行われる際
には、坂の上までのバリアフリー動線
の確保を事業者に求め、協議してい
きます。

20

現在ある聖坂上へ向かうエレベー
ターは夜中使えない。また、近くに案
内のサインがない。有効に利用でき
るよう、指導してほしい。

・ 本ガイドラインで示している魅力的な
まちの形成を目指すために、来街者
などにもわかりやすく安全で快適に利
用できるまちに向けて、事業者を誘
導していきます。

札の辻歩道橋は国道事務所が管理
しており、補修等のメンテナンスも実
施していると聞いています。
今後、歩道橋を含めたバリアフリー動
線の確保について関係者と協議して
いきます。

基盤施設の
整備につい
て



項目 区の考え方等ご意見の概要

21

駅から動く歩道で札の辻方面まで行
けるようにしてほしい。

・ 本ガイドラインでは、田町駅西口から
札の辻交差点を通じ聖坂上までのバ
リアフリー動線の確保と、本地区内の
歩行者動線の強化を目指しており、
その中には田町駅西口から札の辻
交差点までの間のデッキレベル動線
の強化も含まれます。動く歩道の整
備については、整備主体、維持管
理、にぎわいの連続に関する有効性
等に課題があることから実現性が低
い状況にあります。本ガイドラインで
示すとおり、住民、事業者、行政等
が協働して、歩いて楽しいまちの実
現を図ってまいります。

22

第一京浜北側の拡幅について、60
年以上も前に決定したことが未だに
実施されていない。国土交通省と連
携は図っているのか。国土交通省と
もっと連携して進めてほしい。

・ 区では、国や事業の施行者である東
京都に対し、都市計画道路の早期
完成を要望してまいりました。引き続
き、強く要望してまいります。

23

まち並みにマイナスイメージを与え
る、電柱をなんとかしていただきた
い。

・ 区では、都市防災機能の向上や安
全な歩行空間づくり、都市景観の改
善を図ることなどを目的に、電線類
の地中化を推進しています。今後と
も、積極的に事業化を図り、電線類
の地中化を強力に推進していきま
す。

24

品川駅前にある機械式駐輪場の導
入は有効であると考えられる。田町
駅西口でも導入を検討してほしい。

・ 区では、当面の対策として、平成24
年５月に、区有地等を活用して暫定
自転車等駐車場を整備しました。今
後も田町駅西口における放置自転
車対策に関して、本地区における有
効な手法の導入について検証をしな
がら取り組んでまいります。

25

JRを使うための自転車なので、JRに
駐輪施設をつくるように区として指導
を行ってほしい。

・ 田町駅西口周辺では、暫定自転車
等駐車場が設置されて放置自転車
等禁止区域を指定したことにより、放
置自転車が大幅に減少しています。
自転車等駐車場の設置や放置自転
車対策に関して、鉄道事業者に対し
ても積極的な協力を求めてまいりま
す。

26

放置自転車対策として、品川駅の方
で実施している自転車シェアリングを
田町駅周辺でも実施するなど、自転
車のまちとして田町を考えてほしい。

・ 区では、本年度から自転車シェアリン
グ事業の実証実験へ向け調査を進
めており、平成24年9月には、民間
事業者による自転車シェアリングの
社会実験が港南地区で開始されま
した。
これらの効果を検証した上で、今後
の事業展開について検討してまいり
ます。

基盤施設の
整備につい
て



項目 区の考え方等ご意見の概要

基盤施設の
整備につい
て

27

Ｌ型側溝では自転車が走りにくい。円
型水路側溝にし、車路を自転車が走
れるように、自転車のまちづくりの拠
点として発信してほしい。

・ 国土交通省と警察省が合同で平成
24年11月に公表したガイドラインで
は、自転車走行空間の路面について
は、平坦であり、滑りにくい構造とする
方向性が示されたことから、走行空
間の形態ごとに、適切な構造につい
て、検討する必要があると考えてい
ます。

28

東日本大震災以降、地域の防災性
や安全性の確保が広く話題になって
いる。本ガイドライン素案には、地域
の防災拠点機能を整備する旨が明
記されており、とても重要な事項だと
考える。
常日頃から住民が安心して暮らせる
よう、非常時における防災拠点の整
備を早期に推進されたい。

・ 本ガイドラインP18に示すとおり、地域
住民の安否確認や初期消火・救護
活動の拠点となる場所について、災
害直後の集合場所や防災訓練等に
も使用できるスペースの確保につい
て検討していくこととしています。

29

素案では、防災拠点機能の整備が
記載されているが、現在は地元住民
が自ら優先的に使える防災拠点が
存在しない。今後の開発で地元住民
が利用できる防災拠点が整備される
ことを期待している。

30

旧芝浜中学校の用地を買い戻し、区
有地の防災公園としてほしい。

・ 旧芝浜中学校は、旧南海小学校の
用地の一部とともに、新しく建設した
芝浦小学校（芝浦四丁目）の用地と
用地交換を行いました。区で旧芝浜
中学校用地を買い戻す計画はありま
せん。

31

災害時のトイレの問題をどの程度考
えているのか。マンホールトイレ等を
整備してほしい。

・ 開発に合わせてマンホールトイレの
整備ができるところは、整備を誘導し
ていきます。また、マンホールトイレの
整備等が困難なビル等では、便袋等
を３日分程度用意するなどの対応も
有効であると考えています。

景観と緑に
ついて

32

都心でありながら緑豊かな住環境
が、とても気に入っている。三田ツイ
ンビル西館の緑地は、本ガイドライン
素案にある斜面緑地保全再生ゾー
ンの一部と推測するが、その緑地に
連続して、新たに再開発事業区域の
緑地が整備されることになれば、より
一層、地域住民が自然を体感できる
ようになると大いに期待している。

・ 本ガイドラインP20に示すとおり、札の
辻交差点西側にある斜面緑地は、
貴重な地域資源としての緑の軸とし
ています。新たな開発では、既存の
公開空地や斜面緑地と面的に連続
させるように保全・再生し、一体的な
斜面緑地の景観形成とともに生物の
生息空間の保全・連続化を図ること
ができるよう、事業者と協議し、誘導
していきます。

地域コミュ
ニティにつ
いて

33

素案では、エリア毎の整備イメージと
して、エリア③にて地域の交流拠点
の形成が記載されているが、地元町
会では、毎年春に町内にある三田ツ
インビル西館の公開空地にて地域イ
ベントを開催し、地域の住民が広く交
流する機会を設けている。札の辻交
差点北西側の開発により、更に広場
等が整備されることによって、地域コ
ミュニティ活動がより一層活発化す
ることができるものと考えており、早期
の実現を大いに期待している。

・ 開発にあたっては、本ガイドライン
P24のとおり「業務機能を中心に住・
商・学が融合した、地域の交流拠点
の形成」というまちづくりの方向性を
掲げ、交流空間となる公園や広場の
確保を目指しています。本地区の地
域コミュニティ活動がより一層活性化
されるまちづくりが展開されていくよう
図っていきます。

防災につい
て



項目 区の考え方等ご意見の概要

地域コミュ
ニティにつ
いて

34

公開空地について事業者が開放し
てくれないという状況もみられる。地
域の人が使えるように、港区が関わ
れるようなものとしてほしい。

・ 公開空地は日常一般に開放される
空地又は空間です。本ガイドラインの
目指すまちづくりの実現に向けて、住
民・事業者・行政等が協調していく必
要があると考えています。

35

昨今、マスコミ報道等でもＪＲ新駅構
想が話題となっている。品川～田町
間が東京のサウスゲートとなって国
際競争力の強化に寄与するよう、本
ガイドラインを踏まえつつ、拠点性や
シンボル性の高い市街地整備が早
期に実現することを願っている。

・ JR新駅構想につきましては、区として
は具体的な情報をもっておりません。
引き続きJRを含む交通事業者等と
も、本ガイドラインの目指すまちづくり
の実現に向けて、協議を行ってまいり
ます。

36

区が開発事業者とまちづくりについて
協議していくというのはどういうことな
のか。

・ 住民・事業者・行政等が協力してま
ちづくりを進めることを前提に、公共
公益施設整備、基盤施設整備、民
間開発をどのように進めていくのか、
役割分担やルールづくりを行ってい
きます。

37

本ガイドラインに書いてある事業者と
いうのは区で決定しているのか。この
地区唯一の大型の物件で三田の発
展に大きく関わるものである。地域と
しては住民にとっていいものを行う事
業者にしてもらいたい。

・ 本ガイドラインにおける事業者とは、
特定の業者等ではありません。事業
者の選定は、地権者が行います。区
としては、本ガイドラインの目指すまち
づくりの実現に向けて、事業者と協議
し、誘導していきます。

38

エリア③（札の辻交差点周辺）内のマ
ンションには、建物の老朽化が進む
一方、容積オーバー等の理由から、
単独建替えは難しい状況にあるもの
が存在する。マンション再生には再
開発事業が必要であり、地権者の多
くが早期推進を望んでいる。区も再
開発事業の推進を支援してほしい。

・

39

エリア③（札の辻交差点周辺）の整
備は、再開発事業により高度利用化
や基盤整備を通じて実現されるもの
と考えられる。区も再開発事業の推
進を支援してほしい。

40

札の辻交差点周辺の学校跡地は長
らく空地や駐車場になっているが、防
犯上の観点からも好ましい状況では
ない。当該地では再開発事業が計
画されていると聞いているが、再開
発によって子ども達も安心して生活
できる環境が整い、まちが活性化す
ることは良いことなので、早期の実現
を期待している。

・ 本ガイドラインP19に防犯への取組方
針を示しており、これらを踏まえたま
ちづくりが行われるよう、開発を行う
事業者と協議し、誘導していきます。

本ガイドラインの目指すまちづくりの実
現に向けた土地利用転換等が早期
に行われ、一体的な整備を行うにあ
たっては、市街地再開発事業も事業
手法の一つとして捉えております。

まちづくりの
実現につい
て



項目 区の考え方等ご意見の概要

41

エリア③（札の辻交差点周辺）に所
在する幼稚園について、将来的な建
替えの際には、現在と同様に、子ども
が遊べる園庭と適切な教育を快適に
受けることができる単独の独立した園
舎への建替えが可能となる様、｢業
務・産業活性化ゾーン｣の方針を定
めると同時に、園舎のまわりを緑豊か
な環境とすることや、通園にかかる道
路からの見通し確保や安全性の配
慮、防犯性向上などを配慮すること
も方針に定めてもらいたい。

・ 本ガイドラインではエリアを３つに分け
ており、エリア③（札の辻交差点周
辺）はエリアの内外に教育施設など
が立地する文教のまちという顔をもっ
たエリアであることを示しています。
整備にあたっては、公開空地と斜面
緑地等により自然や緑に触れ合える
空間を目指すとともに、防犯への取
組方針も掲げ、犯罪の起きにくいまち
づくりを進めていくこととしています。
本ガイドラインに沿ったまちづくりが行
われるよう、事業者と協議し、誘導し
ていきます。

42

エリア③（札の辻交差点周辺）の再
開発について、現在は反対するつも
りはないが、合意できない面もある。
一区民のこのような立場を理解して
もらいたい。

・ まちづくりにあたっては、関係する地
権者の方々の十分な合意形成が必
要であると考えております。
区は、本ガイドラインに沿ったまちづく
りが十分な合意形成に基づき進めら
れるよう、誘導してまいります。

43

札の辻交差点北西側の多くの地権
者をまとめていくには、行政のリードが
必要だと思う。

・ 本ガイドラインの策定後、まちづくりに
関する勉強会やまちづくりのルール
作りに協力していきたいと考えていま
す。

44

旧芝浜中学校跡地は旧浅野財閥屋
敷跡でもあり、開発事業者には歴史
的資源の保存等に配慮するよう指導
してほしい。地域としては２つの学校
がなくなったという思いがある。
また、企業などをまちに誘致するとい
うことも重要と考えている。その両面
を踏まえ、区として考えをしっかりと
持ってほしい。

・ 本ガイドラインP24に、エリア③（札の
辻交差点周辺）は、「業務機能を中
心に住・商・学が融合した、地域の交
流拠点の形成」を目指すエリアとして
位置づけております。本ガイドライン
の目指すまちづくりの実現に向け、事
業者を誘導していきます。

45

具体的に地区ごとの開発についてや
らないといけない。意見は時間が経
てば経つほどいろいろでてくる。決断
を早くしてほしい。

・ 住民・事業者・行政等が連携するこ
とで本ガイドラインの目指すまちづくり
の実現を迅速に図っていけるように
取り組んでいきます。

46

平成18年頃の東京電力との用地交
換の時から５年以上経っており、まだ
長期になる気がする。

47

エリアマネジメント組織の活動によりま
ちを運営していくとの記載があるが、
具体的にはどのような組織を想定し
ているのか。

・ 本ガイドラインP25の「エリアマネジメ
ント組織」は、まちに関わる住民、企
業、開発事業者、行政等が参加して
組織化したエリアマネジメント組織
が、まちの活性化をめざし、まちを運
営していくことで、継続的なまちの発
展につなげようとするものです。
本ガイドラインP25では、まちづくりに
関する勉強会やまちづくりルール検
討会といった組織が発展的にエリア
マネジメント組織として組織化される
ことをイメージしています。

まちづくりの
実現につい
て



項目 区の考え方等ご意見の概要

まちづくりの
実現につい
て

48

本ガイドラインが実行される期間はど
れくらいを想定しているのか。

・ 上位計画として、平成19年４月に策
定され概ね20年後を目標としている
｢港区まちづくりマスタープラン｣という
ものがあり、本ガイドラインはこのマス
タープランの目指すまちづくりの地区
版の指針となります。本ガイドラインで
は、実行される期間を定めていませ
ん。建築物の更新時等に合わせて、
地域でのルールづくりや合意形成を
進め、本ガイドラインの目指すまちづ
くりの実現に取り組んでいきます。

49

本ガイドラインは、「アジアヘッドクォー
ター特区構想」とどのような整合性を
図っているのか。

・ 本地区には技術力に優れた中小企
業やベンチャー企業が数多くあり、ア
ジアの成長企業を誘致するだけでな
く、優れた技術製品等を海外に向け
て発信していくことも求められると考
えております。そのため、本ガイドライ
ンでは、P11のとおり、本地区がもつ
企業間連携・産学連携に適した立地
特性を生かすまちづくりを目指してい
ます。

50

「アジアヘッドクォーター特区構想」に
ついて、区の関係部署である国際化
推進担当と連携をとっているのか。

・ 東京都が新たな外国企業誘致プロ
ジェクトを実施するエリアとしている｢ア
ジアヘッドクォーター特区｣は本ガイド
ラインの上位計画の一つであり、区の
関係部署はもとより、国及び東京都
等の関連機関とも連携を図ってまい
ります。国際化推進担当とは、国内
外から訪れる人で活気に満ちたまち
を目指すため、本ガイドラインの外国
語版の必要性などについて打合せを
行っています。

ガイドライン
の策定につ
いて

51

本ガイドラインの策定等、まちづくりに
あたって、審議会や有識者会議など
を設置しているか。

・ 本ガイドラインを策定するため、まち
づくり構想策定委員会を設置して検
討してきました。また、アンケートや地
元町会・自治会・商店会長や住民と
の意見交換会を通じて、多くのご意
見・ご提案をいただき活発な議論を
行ってきています。

位置づけに
ついて
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